
建
築
士
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

参
照
条
文

○
建
築
士
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
一
号
）
（
抄
）

（
試
験
委
員
）

第
十
一
条

中
央
建
築
士
審
査
会
の
試
験
委
員
は
、
十
人
以
上
三
十
人
以
内
と
し
、
都
道
府
県
建
築
士
審
査
会
の
試
験
委
員
は
、
五
人
以
上
十
五
人
以
内
と
す
る
。

２

中
央
建
築
士
審
査
会
及
び
都
道
府
県
建
築
士
審
査
会
の
試
験
委
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
級
建
築
士
試
験
又
は
二
級
建
築
士
試
験
若
し
く
は
木
造
建
築
士
試
験
の
科
目
に
つ

い
て
専
門
的
な
知
識
及
び
技
能
を
有
し
、
か
つ
、
試
験
委
員
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
者
の
う
ち
か
ら
任
命
す
る
も
の
と
す
る
。

○
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
（
抄
）

（
建
築
士
審
査
会
の
組
織
）

第
二
十
九
条

中
央
建
築
士
審
査
会
及
び
都
道
府
県
建
築
士
審
査
会
は
、
委
員
を
も
つ
て
組
織
し
、
中
央
建
築
士
審
査
会
の
委
員
の
定
数
は
、
十
人
以
内
と
す
る
。

２

中
央
指
定
試
験
機
関
又
は
都
道
府
県
指
定
試
験
機
関
が
一
級
建
築
士
試
験
事
務
又
は
二
級
建
築
士
等
試
験
事
務
を
行
う
場
合
を
除
き
、
試
験
の
問
題
の
作
成
及
び
採
点

を
行
わ
せ
る
た
め
、
一
級
建
築
士
試
験
に
あ
つ
て
は
中
央
建
築
士
審
査
会
に
、
二
級
建
築
士
試
験
又
は
木
造
建
築
士
試
験
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
建
築
士
審
査
会
に
、
そ

れ
ぞ
れ
試
験
委
員
を
置
く
。

３

委
員
及
び
前
項
の
試
験
委
員
は
、
建
築
士
の
う
ち
か
ら
、
中
央
建
築
士
審
査
会
に
あ
つ
て
は
国
土
交
通
大
臣
が
、
都
道
府
県
建
築
士
審
査
会
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知

事
が
任
命
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
数
は
、

そ
れ
ぞ
れ
委
員
又
は
同
項
の
試
験
委
員
の
半
数
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
三
十
三
条

こ
の
章
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
中
央
建
築
士
審
査
会
及
び
都
道
府
県
建
築
士
審
査
会
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。


